
 
 
 
 
 
 
 

年金記録訂正請求に係る答申について 
中国四国地方年金記録訂正審議会 

平成２８年７月１４日答申分 

 

 

  ○答申の概要 

    （１）年金記録の訂正の必要があるとするもの      ３件 

         国 民 年 金 関 係        １件 

         厚生年金保険関係        ２件 

    （２）年金記録の訂正を不要としたもの           ６件 

         国 民 年 金 関 係        ０件 

         厚生年金保険関係        ６件 

 



厚生局受付番号：中国四国（受）第 1500217 号 

厚生局事案番号：中国四国（国）第 1600009 号 

 

第１ 結論 

昭和 55年４月から同年７月までの請求期間については、国民年金保険料を納付した

期間に訂正することが必要である。 

昭和 55年 10 月から昭和 61年３月までの請求期間については、国民年金保険料を納

付した期間に訂正することを認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 31年生 

住    所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

請 求 期 間 ： ① 昭和 55年４月から同年７月まで 

         ② 昭和 55年 10 月から昭和 61年３月まで 

請求期間①及び②の国民年金保険料については、国民年金に加入した昭和 53年９

月から継続して納付していたのに、両請求期間が国民年金に未加入で未納となって

いるので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

年金事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿から、請求者の異動住所欄には、

順に「Ａ町」、「Ｂ第＊課（55.７.22）」、「Ｃ市」と記載されていることが確認でき、Ａ

町で払い出された国民年金手帳記号番号（＊）で、同町、Ｂ及びＣ市において国民年

金に加入していたことが推認できる。 

また、請求期間①直後の期間である昭和 55年８月及び同年９月については、オンラ

イン記録では、当初は未加入期間とされていたが、平成 22年８月になって請求者が所

持していた当該期間の領収証書（Ｄ区Ｅ金融機関の領収印あり）から、納付済期間に

訂正されている。 

さらに、Ｄ区役所は、請求期間①当時、国民年金保険料の納付書は３か月毎に発行

しており、請求者が所持する上記の領収証書において、昭和 55年８月及び同年９月の

２か月分の納付を行っていることからすると、それ以前の同年４月から同年７月まで

の４か月分について、管轄する社会保険事務所（当時）に当該期間の保険料が納付済

みであることを確認した上で、納付期間が２か月分の納付書を作成したものと考えら

れる旨を陳述していることを踏まえると、請求者が請求期間①に係る保険料を納付し



ていたと考えるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、請求者は、請求期間①の国民年金保険

料を納付していたものと認められる。 

一方、請求期間②については５年６か月と長期間であり、この間、複数年度にわた

る国民年金保険料の納付記録の全てがオンライン記録から欠落したとは考え難く、請

求者が住所の変更に伴い保険料を納付したと主張している複数の市町村及び上記の領

収証書から判明した金融機関に照会したが、請求期間②に係る保険料納付の状況等を

確認することができない。 

また、請求期間②について、オンライン記録による氏名検索及び国民年金手帳記号

番号払出簿検索システムによる検索を行っても、請求者に別の手帳記号番号が払い出

された形跡は見当たらない。 

このほか、請求者が請求期間②の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料が納付されていたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

請求者が請求期間②の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



厚生局受付番号：中国四国（受）第 1500223 号 

厚生局事案番号：中国四国（厚）第 1600022 号 

 

第１ 結論 

   請求期間①のうち、請求者のＡ社における平成 15 年４月１日から同年９月１日ま

での期間の標準報酬月額を訂正し、平成 15 年４月から同年８月までの標準報酬月額

については 14万 2,000 円から 15万円とすることが必要である。 

   平成 15 年４月から同年８月までの訂正後の標準報酬月額については、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」とい

う。）第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準報酬月額として

記録することが必要である。 

   事業主は、請求者に係る平成 15 年４月から同年８月までの訂正後の標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

   請求期間①のうち、請求者のＡ社における平成 24 年３月１日から同年８月１日ま

での期間の標準報酬月額を訂正し、平成 24 年３月から同年７月までの標準報酬月額

については 17 万円から 22 万円に訂正することが必要である。 

   平成 24 年３月から同年７月までの訂正後の標準報酬月額については、保険給付の

計算の基礎となる標準報酬月額として記録することが必要である。 

請求期間②について、請求者のＡ社における平成 20 年７月 10 日の標準賞与額を

40 万円に訂正することが必要である。 

   平成 20 年７月 10日の標準賞与額については、厚生年金特例法第１条第５項の規定

により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 

事業主が請求者に係る平成20年７月10日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

請求期間③について、請求者のＡ社における平成 20 年 12 月 26 日の標準賞与額を

37 万 9,000 円に訂正することが必要である。 

   平成 20 年 12 月 26 日の訂正後の標準賞与額については、厚生年金特例法第１条第

５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必

要である。 

事業主は、請求者に係る平成 20 年 12 月 26 日の訂正後の標準賞与額に基づく厚生

年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

その余の請求期間については、厚生年金保険被保険者記録の訂正を認めることはで

きない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

氏 名 ： 女 



基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 55 年生 

住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

請 求 期 間 ： ① 平成 15 年３月１日から平成 24 年８月１日まで 

         ② 平成 20 年７月 10 日 

         ③ 平成 20年 12 月 26 日 

私は、Ａ社に勤務しているが、請求期間①の標準報酬月額は、実際の給与支給額

より低い額が記録されている上、請求期間②の賞与が支給されたにもかかわらず、

標準賞与額の記録が無いので、調査の上、記録を訂正してほしい。また、請求期間

③の賞与の記録について、年金額に反映されない記録となっているので、年金記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

１ 請求期間①について、請求者は、標準報酬月額の訂正を求めているが、厚生年金

特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険

給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又

は請求者の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、こ

れらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、請求者の標準報酬月額については、請求者が所持する給与明細書及

びＡ社から提出された賃金台帳で確認できる報酬月額から、請求期間①のうち平成

15 年４月から同年８月までは 15万円とすることが必要である。 

なお、事業主が、請求者に係る厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否かについては、Ａ社は、

「平成15年４月１日から同年９月１日までの期間について、当時の資料は見当たら

ず、請求者の主張する届出を社会保険事務所（当時）に対し提出したか否か、また、

厚生年金保険料については納付したか否かについては不明。」と回答しており、こ

のほかに確認できる関連資料及び周辺事情はないことから、明らかでないと判断せ

ざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が請

求どおりの厚生年金保険被保険者の報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情がないことか

ら、行ったとは認められない。 

請求期間①のうち、平成 24 年３月 11 日から同年８月１日までの期間について、

オンライン記録によると、事業主は、厚生年金保険法第 81条の２の規定に基づき、

請求者の育児休業期間に係る厚生年金保険料の徴収免除の申出を行ったことが確

認できる。 



なお、請求者の平成23年８月から平成24年７月までの標準報酬月額については、

当初、17 万円と記録されていたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効により

消滅した後の平成 26 年９月５日に、当該期間に係る健康保険厚生年金保険被保険

者報酬月額変更届がＡ社から年金事務所に提出され、22 万円に記録訂正されたと

ころ、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準

報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月額（22 万円）ではなく、当初記録されてい

た標準報酬月額（17 万円）となっているが、請求期間①のうち平成 24年３月１日

から同年８月１日までの期間については、厚生年金保険法第 81 条の２の規定によ

り、厚生年金保険料の徴収が免除されている期間であることから、厚生年金保険法

第 75 条本文の規定は適用されない。 

また、育児休業期間中の厚生年金保険料が免除された場合の標準報酬月額は、育

児休業開始直前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に基づき算定した額とさ

れていることから、請求期間①のうち平成 24 年３月から同年７月までの標準報酬

月額については、上記給与明細書及び上記賃金台帳で確認できる育児休業開始直前

の平成24年２月の標準報酬月額の決定の基礎となる平成23年５月から同年７月ま

での報酬月額により、22 万円に訂正することが必要である。 

一方、請求期間①のうち平成 15 年３月１日から同年４月１日までの期間及び平

成 15 年９月１日から平成 24 年１月１日までの期間については、上記給与明細書、

上記賃金台帳及びＡ社が年金事務所に提出した健康保険厚生年金保険被保険者報

酬月額算定基礎届等から、標準報酬月額を算定できる報酬月額が確認でき、当該月

額に見合う標準報酬月額又は事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保

険料額に見合う標準報酬月額のいずれか低い方の額がオンライン記録により確認

できる標準報酬月額と同額又はそれより低い額であることから、厚生年金特例法に

よる保険給付の対象に当たらないため、訂正は認められない。    

また、請求期間①のうち平成 24 年１月１日から同年３月１日までの期間につい

ては、請求者は給与明細書を所持しておらず、上記賃金台帳からは、厚生年金保険

料が控除されていないことが確認できる。 

 このほか、請求者がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが確認できる関連資料及び周辺事情はない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、当該期

間について、請求者がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 請求期間②について、請求者は、標準賞与額について訂正を求めており、厚生年

金特例法に基づくと、請求者が所持する賞与明細書、上記賃金台帳及び金融機関か

ら提出された請求者に係る普通預金取引明細表から、請求者は、請求期間②にＡ社

から 40 万円の賞与を支給され、40 万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、賞与の支給日については、上記取引明細表から、平成 20 年７月 10日とす



ることが妥当である。 

なお、事業主が、請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否か

については、Ａ社は、「請求期間②について、当時の資料は見当たらず、請求者の

健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を社会保険事務所に対して提出したか

否か、また、厚生年金保険料については納付したか否かは不明。」と回答しており、

このほかに確認できる関連資料及び周辺事情はないことから、明らかでないと判断

せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が請

求どおりの厚生年金保険被保険者の賞与額に係る届出を社会保険事務所に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情がないことから、

行ったとは認められない。 

３ 請求期間③について、請求者は、標準賞与額について訂正を求めているが、厚生

年金特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額

又は請求者の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これ

らの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、請求期間③の標準賞与額については、上記賞与明細書及び上記賃金

台帳において確認できる厚生年金保険料控除額から、37 万 9,000 円とすることが

必要である。 

また、賞与の支給日については、上記取引明細表から、平成 20 年 12 月 26 日と

することが妥当である。 

なお、事業主が、請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否か

については、Ａ社は、請求期間③に係る請求者の健康保険厚生年金保険被保険者賞

与支払届を、保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 23 年３月 23 日

に年金事務所に提出し、厚生年金保険料を納付していないことを認めていることか

ら、年金事務所は、請求者の請求期間③に係る厚生年金保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は、当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



厚生局受付番号：中国四国（受）第 1600002 号 

厚生局事案番号：中国四国（厚）第 1600023 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失年月日を昭和 52 年 10 月

21 日から同年 11 月１日に訂正し、昭和 52 年 10 月の標準報酬月額を 10 万 4,000 円

とすることが必要である。 

昭和 52年 10 月 21 日から同年 11月１日までの期間については、厚生年金保険の保

険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第１条第５項の規定により、保険給付

の計算の基礎となる被保険者期間として記録することが必要である。 

事業主は、請求者に係る昭和 52年 10 月 21 日から同年 11月 1 日までの期間の厚生

年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

請 求 期 間 ： 昭和 52年 10 月 21 日から同年 11月 1 日まで 

私は、昭和 52 年４月 21 日から平成元年１月 20 日までＡ社に継続して勤務して

いたが、同社本社から同社Ｂ支店に異動した際の請求期間に係る厚生年金保険の加

入記録がないため、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求者の雇用保険の被保険者記録、Ａ社の後継事業所であるＣ社から提出された人

事記録及び同社の回答から判断すると、請求者は、請求期間においてＡ社に継続して

勤務し（昭和 52 年 11 月１日にＡ社本社から同社Ｂ支店に異動）、請求期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、請求期間の標準報酬月額については、請求者のＡ社における昭和 52 年９月

の厚生年金保険の記録から、10 万 4,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、Ｃ社は当時の資料が無いため不明であるとしているが、事業主が資格喪失年

月日を昭和 52年 11 月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）及び

厚生年金基金の双方がこれを同年10月21日と誤って記録したとは考え難いことから、

事業主が同日を資格喪失年月日として届け、その結果、社会保険事務所は請求者に係



る昭和 52年 10 月の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事

務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき厚生年金保険料に充当し

た場合又は厚生年金保険料を還付した場合を含む。）、事業主は請求者に係る請求期間

の厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



厚生局受付番号：中国四国（受）第 1500216 号 

厚生局事案番号：中国四国（厚）第 1600024 号 

 

第１ 結論 

請求期間について、請求者のＡ事業所（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険被保

険者資格の喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

住    所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

請 求 期 間 ： 平成４年３月 31日から同年４月１日まで 

私は、平成３年４月１日から平成４年３月 31 日までＡ事業所に勤務し、同事業

所から受け取った給与明細書には厚生年金保険料の控除が確認できるのに、請求期

間に係る厚生年金保険の加入記録が無いので、調査の上、年金記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 判断の理由 

請求者は、平成３年４月１日から平成４年３月 31 日までＡ事業所に勤務したと主

張しているところ、請求者が提出した平成３年４月から平成４年３月までの給与明細

書から、各明細書において厚生年金保険料が控除されており、勤務したとする期間に

12 か月分の保険料が事業主により給与から控除されていたことは確認できる。 

しかしながら、雇用保険の被保険者記録から、請求者は、Ａ事業所に平成３年４月

１日に雇用され、平成４年３月 30 日に離職と記録されていることが確認できる上、

Ｂ社から提出された請求者に係る労働者名簿には「平成４年３月 30 日退職」と記載

され、同社の顧問税理士から提出された請求者に係る「健康保険厚生年金保険被保険

者資格喪失確認通知書」には、資格喪失年月日欄に「平成４年３月 31 日」、備考欄

に「３月 30 日退職」と記載されており、当該記録等はオンライン記録と一致してい

る。 

   また、Ａ事業所において、請求期間に厚生年金保険の被保険者記録が確認できる者

８名に照会したところ、回答のあった６名のうち４名は請求者を覚えているものの、

請求者の退職日を具体的に記憶していない旨を回答している上、Ｂ社は、上記の労働

者名簿以外に請求者の勤務実態を確認できる資料が無く、請求者はＡ事業所を平成４

年３月 30 日に退職したと考えられる旨を陳述しており、請求者が主張する同年３月



31 日まで勤務していたことをうかがわせる回答又は陳述は得られない。 

   なお、厚生年金保険法第 19条第１項において、「被保険者期間を計算する場合には、

月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月ま

でをこれに算入する。」とされており、同法第 81 条第２項において、「保険料は、被

保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。」とされている。 

これらを総合的に判断すると、平成４年３月は、請求者はＡ事業所において厚生年

金保険の被保険者とならない月であり、当該月に控除された厚生年金保険料について

は、保険料の徴収の対象とはならないことから、厚生年金保険法の規定から被保険者

期間として認めることはできない。 



厚生局受付番号：中国四国（受）第 1600006 号 

厚生局事案番号：中国四国（厚）第 1600025 号 

 

第１ 結論 

請求期間について、請求者のＡ社における厚生年金保険の標準賞与額の訂正を認め

ることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

請 求 期 間 ： 平成 17 年２月 25日 

年金事務所からの通知により、Ａ社において請求期間に支給された賞与の記録が

無いことが分かったので、調査の上、当該賞与に係る記録を訂正し、年金額に反映

してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

   請求者は、請求期間において、Ａ社から賞与が支給されたとして、記録の訂正を求

めている。 

しかしながら、商業登記簿によると、Ａ社は、平成 21 年 12 月に解散し、平成 23

年９月に清算結了している上、請求期間当時の同社の元代表取締役に照会したものの

回答を得ることができないことから、請求者の請求期間に係る賞与の支給及び当該賞

与からの厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、Ａ社の元代表清算人は、賞与である「Ｂ名称」は２月及び８月に月例給与に

上乗せして支払われていた旨を陳述しているところ、元代表清算人から提出された請

求者の請求期間に係る資料（表記が｢平成 17年１月給与（２月 25 日支給）｣）による

と、請求者の当該期間に係る「Ｂ名称」は支給されていないことが確認できる。 

さらに、Ａ社が加入していた健康保険組合から提出された請求者に係る「適用台帳」

によると、同健康保険組合に届け出られた標準賞与額の記録は、オンライン記録と一

致しており、請求者の請求期間に係る標準賞与額の記録は確認できない。 

このほか、請求期間において、請求者に賞与が支給され、当該賞与から厚生年金保

険料が控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が

厚生年金保険被保険者として請求期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か



ら控除されていたと認めることはできない。 

 



厚生局受付番号：中国四国（受）第 1600007 号 

厚生局事案番号：中国四国（厚）第 1600026 号 

 

第１ 結論 

請求期間について、請求者のＡ社における厚生年金保険の標準賞与額の訂正を認め

ることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

住    所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

請 求 期 間 ： 平成 17 年２月 25日 

年金事務所からの通知により、Ａ社において請求期間に支給された賞与の記録が

無いことが分かったので、調査の上、当該賞与に係る記録を訂正し、年金額に反映

してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求者は、請求期間において、Ａ社から賞与が支給されたとして、記録の訂正を求

めている。 

しかしながら、商業登記簿によると、Ａ社は、平成 21 年 12 月に解散し、平成 23

年９月に清算結了している上、請求期間当時の同社の元代表取締役に照会したものの

回答を得ることができないことから、請求者の請求期間に係る賞与の支給及び当該賞

与からの厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、Ａ社の元代表清算人は、賞与である「Ｂ名称」は２月及び８月に月例給与に

上乗せして支払われていた旨を陳述しているところ、元代表清算人から提出された請

求者の請求期間に係る資料（表記が「平成 17 年１月給与（２月 25 日支給）」）による

と、請求者の当該期間に係る「Ｂ名称」は支給されていないことが確認できる。 

さらに、Ａ社が加入していた健康保険組合から提出された請求者に係る「適用台帳」

によると、同健康保険組合に届け出られた標準賞与額の記録は、オンライン記録と一

致しており、請求者の請求期間に係る標準賞与額の記録は確認できない。 

このほか、請求期間において、請求者に賞与が支給され、当該賞与から厚生年金保

険料が控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が

厚生年金保険被保険者として請求期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か



ら控除されていたと認めることはできない。 

 



 

 

厚生局受付番号：中国四国（受）第 1600009 号 

厚生局事案番号：中国四国（厚）第 1600027 号 

 

第１ 結論 

   請求期間について、請求者のＡ社Ｂ支店における厚生年金保険被保険者資格の取得

年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和９年生 

  住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

請 求 期 間 ： 昭和 36年 10 月１日から昭和 38 年６月 30日まで 

前回、Ａ社Ｃ出張所（以下「Ｃ出張所」という。）に勤務していた請求期間につ

いて、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい旨の訂正請求を行ったが、

訂正は認められないとする平成 27年７月 31 日付けの通知を受け取った。 

しかし、今回、新たな資料等は無いが、前回の訂正請求時において、私が請求期

間にＣ出張所において中核職員として勤務し、私の給与から厚生年金保険料が控除

されていたとする元労務担当者の証言がある。また、請求期間当時、中核職員は厚

生年金保険に加入する義務があるとされている上、国民皆年金制度であったので、

請求期間に厚生年金保険に加入していた記録が無いのは、社会保険庁（当時）が廃

棄した 260 万件の紙台帳に私の記録が含まれていたと考えられ、再度審査の上、請

求期間について厚生年金保険の被保険者記録を訂正し、年金額に反映してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求者が名前を挙げた同僚で同じ班に属していたとする者の回答及びＣ出張所の

元労務担当者の陳述から、請求者は、請求期間当時、同出張所に勤務していたことは

推認できるが、ⅰ）Ａ社Ｂ支店は、「Ｃ出張所は、当支店が管轄した現場出張所に属

し、同出張所に係る厚生年金保険の適用事業所としての届出は『Ａ社Ｂ支店』として

行っていた。」と回答しており、同社Ｂ支店の健康保険厚生年金保険被保険者名簿及

び厚生年金保険被保険者原票には、請求期間において請求者の記録は確認できず、上

記同僚も請求期間における厚生年金保険の被保険者記録は無いこと、ⅱ）同社Ｂ支店

は、「請求期間当時は作業員を当支店が直接雇用する『直傭制度』を採用していたが、

Ｃ出張所にあった各班の構成員がＡ社と雇用関係にあったかは記録が残っていない

ため確認できない。また、社会保険のうち、健康保険と厚生年金保険の双方に加入し



 

 

ていた者は、Ａ社の社員及びＤ職であり、『Ｅ職』や『Ｆ職』は中核職員となるが、

いろいろな「格」があり、必ずしも全員が例外なく厚生年金保険に加入していたわけ

ではなく、当支店が保管する『厚生年金保険整理簿』（昭和 20 年代以降の年金加入者

名簿）に請求者の氏名は記載されていない。」と回答していること、ⅲ）請求期間当

時に中核職員であったとして請求者が名前を挙げた８名について、請求期間における

厚生年金保険の加入記録は、上記被保険者名簿等及びオンライン記録から、請求期間

の一部の期間において厚生年金保険に加入していた者と請求期間に加入が確認でき

ない者が混在しており、請求期間当時、同社Ｂ支店は、中核職員であっても必ずしも

全員を厚生年金保険に加入させている取扱いではなかったことが推認されること、

ⅳ）元労務担当者は、「中核職員であった請求者の給与からも厚生年金保険料が控除

されていた。」と陳述しているが、同担当者は、その陳述を裏付ける資料は無いとし

ており、請求者の厚生年金保険料控除について確認することができないこと、ⅴ）元

労務担当者は、「中核職員は、その者が属する班の班長（Ｄ職）が認める職責であり、

請求者が中核職員であったかは所属班長しか分からず、Ａ社では、中核職員か否か、

及び厚生年金保険に加入する取扱いであったか否かについては分からない。」と陳述

しているが、請求者の属する班の班長として特定できた者は既に死亡しており、請求

者に係る職責及び厚生年金保険への加入の取扱いについて陳述を得ることができな

いことなどから、請求者が厚生年金保険被保険者として請求期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできないとして、既に平成

27 年７月 31 日付けで、年金記録の訂正は必要でないとする中国四国厚生局長の決定

が通知されている。 

これに対し、請求者は、Ｃ出張所において中核職員として勤務し、私の給与から厚

生年金保険料が控除されていたとする元労務担当者の証言があるとし、請求期間当時、

中核職員は厚生年金保険に加入する義務があるとされている上、国民皆年金制度であ

るので、厚生年金保険に加入しているはずであり、記録が無いのは、社会保険庁が廃

棄した紙台帳に私の記録が含まれていたと考えられる旨を主張し、再度訂正請求を行

っているものである。 

しかしながら、請求者は、前回の元労務担当者の証言を証拠として判断すべきであ

る旨を強く主張するとともに、請求期間当時、中核職員は厚生年金保険に加入する義

務があるとされており、国民皆年金制度であるので、厚生年金保険に加入しているこ

とになるとして、当時の法令等に合わせて記録を訂正すべきである旨を主張している

が、当該主張は請求者の請求期間における厚生年金保険料の控除について明らかにす

る陳述や事情には当たらない。 

また、請求者が主張する社会保険庁が廃棄した 260 万件の紙台帳は、昭和 29 年５

月１日以降に初めて厚生年金保険に加入した者で昭和32年 10月１日現在において被

保険者であった者に係る記録であり、請求者が勤務したとする請求期間とは相違して

おり、請求者の被保険者記録が廃棄されたとは考え難い。 

さらに、請求者は請求期間における厚生年金保険料の控除を裏付ける新たな資料等



 

 

の提出もないことから、これらの主張のみでは、当初の決定を変更すべき新たな事情

とは認めることはできない。 

そのほか、請求内容及びこれまでに収集した資料等を含めて再度検討したが、当初

の決定を変更すべき新たな事情も見当たらないことから、請求者が厚生年金保険被保

険者として請求期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認めることはできない。 



厚生局受付番号：中国四国（受）第 1600012 号 

厚生局事案番号：中国四国（厚）第 0000028 号 

 

第１ 結論 

請求期間について、訂正請求記録の対象者のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ営業所におけ

る厚生年金保険被保険者資格の取得年月日の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

氏名（続柄） ： 男（長男） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 被保険者の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

 

３ 請求内容の要旨 

請 求 期 間 ： 昭和 17 年６月１日から同年 11 月１日まで 

昨年に亡くなった母は、「小学校高等科を卒業後の昭和 17年３月頃からＡ社Ｃ営

業所に勤務し、労働者年金保険の保険料徴収が始まった同年６月の給与から保険料

が控除されていた。」と亡くなった父から聞かされていたことを、生前に言ってい

た。父の請求期間に係る厚生年金保険の加入記録が無いことに納得できないので、

調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

Ｂ社から提出された訂正請求記録の対象者に係る在籍証明書及び請求者が提出し

た訂正請求記録の対象者に係る感謝状によると、訂正請求記録の対象者は、請求期間

において同社が承継する前のＡ社に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、請求者が提出した訂正請求記録の対象者に係る労働者年金保険被保

険者台帳記号番号通知票及びＡ社Ｃ営業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿（以下「被保険者名簿」という。）によると、訂正請求記録の対象者は、労働者年

金保険被保険者台帳記号番号が「＊」にて昭和 17 年 11 月１日に同被保険者資格を取

得していることが確認できる上、同記号番号に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台

帳）及び厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿には、訂正請求記録の対象者の氏

名及び生年月日が記載され、資格取得日が昭和 17 年 11 月１日であり、当該記録はオ



ンライン記録と一致している。 

また、上記の台帳記号番号払出簿によると、訂正請求記録の対象者の記号番号の前

後（＊から＊まで）の者 82 名は、Ａ社において、昭和 17 年 11 月１日に被保険者資

格を取得しており、うち 43 名は訂正請求記録の対象者と同学年であることが確認で

きる。 

さらに、Ａ社Ｃ営業所が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 17 年１月１日か

ら訂正請求記録の対象者の資格取得日である同年 11 月１日の前日までに被保険者資

格を取得した者は 121 名が確認できるが、訂正請求記録の対象者と同学年の者はおら

ず、請求期間の始期である同年６月１日に同資格を取得した者も確認できない上、同

学年の者は訂正請求記録の対象者と同日の同年 11 月１日が資格取得日である。 

加えて、上記 82 名のうち連絡先の確認できる 11 名に文書照会したところ、回答が

あった者のうち１名は、「私と訂正請求記録の対象者は、Ａ社Ｃ営業所において昭和

17年４月の同期入社であり、入社時に一緒にＤ市にあった同社のＥ校に入所した後、

同年 10 月より、私はＣ営業所管内のＣ事業所、訂正請求記録の対象者は同じＣ営業

所管内のＦ事業所に配属となった。」と回答しており、上記の在籍証明書の記載内容

に符合する上、当該同僚に係る厚生年金保険の被保険者記録は、訂正請求記録の対象

者と同じＡ社Ｃ営業所に係る被保険者名簿において、訂正請求記録の対象者と同日の

昭和 17年 11 月１日に資格取得していることが確認できる。 

なお、Ｂ社は、「当社に承継する前のＡ社に係る資料等は残されていないため、請

求期間当時の厚生年金保険の加入の取扱い及び保険料の控除については不明である。」

と回答している。 

このほか、請求者は、訂正請求記録の対象者が請求期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持し

ておらず、ほかに訂正請求記録の対象者の当該期間における保険料が控除されていた

ことをうかがわせる関連資料及び周辺事情もない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、訂正請求

記録の対象者が厚生年金保険被保険者として請求期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



厚生局受付番号：中国四国（受）第 1500225 号 

厚生局事案番号：中国四国（厚）第 1600029 号 

 

第１ 結論 

請求期間について、請求者のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額の訂正を認

めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

住    所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

請 求 期 間  ： 平成 12年 10 月１日から平成 13年 10 月１日まで          

Ａ社に係る厚生年金保険の資格取得時における標準報酬月額は、給与支給総額に

基づいて算出されるべきところ、基本給のみで算出されているので、実態に即した

標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求者は、請求期間の標準報酬月額の相違について訂正を求めているが、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」と

いう。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険

給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は

請求者の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これら

の標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、請求期間のうち平成 12 年 12 月については、請求者が提出した同年

12 月分と表記の給与明細書（写）により、事業主が源泉控除していたと認められる

厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額又は請求者の報酬月額に見合う標準報酬月

額のいずれか低い方の額がオンライン記録により確認できる標準報酬月額９万8,000

円と同額であることから、厚生年金特例法による保険給付の対象に当たらないため、

訂正は認められない。 

また、請求期間のうち平成 12 年 10 月、同年 11月及び平成 13 年１月から同年９月

までの期間については、請求者は、当該期間に係る給与明細書を所持していない上、

Ａ社は、「請求期間に係る賃金台帳等の給与の支給額等が分かる資料は無く、請求ど

おりの届出を行ったかは不明である。」と回答している。 

このほか、請求期間のうち平成 12年 10 月、同年 11 月及び平成 13 年１月から同年



９月までの期間について、請求者が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを確認できる関連資料は無く、周辺事情も

見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求期間

のうち平成 12年 10 月、同年 11 月及び平成 13年１月から同年９月までの期間につい

て、請求者が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 


